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要介護度 通所リハ

要介護１ ２,３９５円

要介護２ ２,８３３円

要介護３ ３,２５９円

要介護４ ３,７６６円

要介護５ ４,２６３円

要介護度 通所リハ

要介護１ ２,０９３円

要介護２ ２,４６９円

要介護３ ２,８４０円

要介護４ ３,２７９円

要介護５ ３,７１１円

要介護度 通所リハ

要介護１ １,８６９円

要介護２ ２,１５８円

要介護３ ２,４４４円

要介護４ ２,８１４円

要介護５ ３,１８１円

要介護度 通所リハ

要介護１ １,６５１円

要介護２ １,９０８円

要介護３ ２,１６１円

要介護４ ２,４８６円

要介護５ ２,８０８円

要介護度 通所リハ

要介護１ １,３１６円

要介護２ １,４９８円

要介護３ １,６９０円

要介護４ １,８７５円

要介護５ ２,０６０円

要介護度 通所リハ

要介護１ １,２７１円

要介護２ １,３６５円

要介護３ １,４６６円

要介護４ １,５６０円

要介護５ １,６６７円

※日用品費・教養娯楽費のご使用は、共用となります。

※上記金額にはサービス提供体制強化加算（Ⅰ）２４円が含まれています。
※利用料（１割負担額）は所定単位数から円に換算（１単位＝１０．８３円）する為、上記の１日あたりの自己負担額合計と誤差が生じる場合があります。

なし なし -

１,２７１円

１,３６５円

１,４６６円

１,５６０円

１,６６７円

●サービス提供時間  １～２時間プラン

通所リハビリテーション費 日用品費 教養娯楽費 食費
自己負担額

（１日）石鹸・シャンプー・リンス
タオル類・ティッシュ等

新聞・雑誌・ビデオ・趣
味、クラブ活動材料等

※利用時間により昼食700円、
おやつ100円が別途かかります

なし なし -

１,３１６円

１,４９８円

１,６９０円

１,８７５円

２,０６０円

●サービス提供時間  ２～３時間プラン

通所リハビリテーション費 日用品費 教養娯楽費 食費
自己負担額

（１日）石鹸・シャンプー・リンス
タオル類・ティッシュ等

新聞・雑誌・ビデオ・趣
味、クラブ活動材料等

※利用時間により昼食700円、
おやつ100円が別途かかります

６０円 １００円 -

１,８１１円

２,０６８円

２,３２１円

２,６４６円

２,９６８円

●サービス提供時間  ３～４時間プラン

通所リハビリテーション費 日用品費 教養娯楽費 食費
自己負担額

（１日）石鹸・シャンプー・リンス
タオル類・ティッシュ等

新聞・雑誌・ビデオ・趣
味、クラブ活動材料等

※利用時間により昼食700円、
おやつ100円が別途かかります

１２０円 ２００円 ８００円

２,９８９円

３,２７８円

３,５６４円

３,９３４円

４,３０１円

●サービス提供時間  ４～５時間プラン

通所リハビリテーション費 日用品費 教養娯楽費 食費
自己負担額

（１日）石鹸・シャンプー・リンス
タオル類・ティッシュ等

新聞・雑誌・ビデオ・趣
味、クラブ活動材料等

昼　食７００円
おやつ１００円

１２０円 ２００円 ８００円

３,２１３円

３,５８９円

３,９６０円

４,３９９円

４,８３１円

●サービス提供時間  ５～６時間プラン

通所リハビリテーション費 日用品費 教養娯楽費 食費
自己負担額

（１日）石鹸・シャンプー・リンス
タオル類・ティッシュ等

新聞・雑誌・ビデオ・趣
味、クラブ活動材料等

昼　食７００円
おやつ１００円

昼　食７００円
おやつ１００円

１２０円 ２００円 ８００円

３,５１５円

３,９５３円

４,３７９円

４,８８６円

５,３８３円

◆３割負担　通所リハビリテーション利用料◆
基本サービス費内訳　（その他料金等は右面参照）

●サービス提供時間  ６～７時間プラン

通所リハビリテーション費 日用品費 教養娯楽費 食費
自己負担額

（１日）石鹸・シャンプー・リンス
タオル類・ティッシュ等

新聞・雑誌・ビデオ・趣
味、クラブ活動材料等
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●その他加算項目

*

*

*

*

*

●その他サービス

領収証明書

紙おむつ…２０９円　パッド…３０円

コピー代 ２０円/枚

証明書 １，１００円

オムツ 左記金額

退所時共同指導加算
退院時、医師や作業療法士等が退院前カンファレンスに参加し、
退院時共同指導を行った後、通所リハビリを行った場合 １,９５０円/回

種　類 内　容 自己負担金額

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ
上記、口腔機能向上サービスを実施し、情報を厚労省に提出し、
必要な情報を活用した場合 ５２０円/月

若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、ニーズに応じ
たサービスの提供を行った場合 １９５円/日

口腔機能向上加算（Ⅰ）
言語聴覚士、歯科衛生士または看護師が口腔機能の向上を目
的として口腔清掃の指導もしくは実施、摂食・嚥下機能に関する
訓練の指導もしくは実施を行った場合

４８８円/月

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ
リハビリマネジメント加算（ハ）および口腔機能向上サービスを実
施し、情報を厚労省に提出し、必要な情報を活用した場合 ５０４円/月

栄養改善加算
低栄養状態の改善のため、管理栄養士が在宅での食事相談や
栄養指導などの栄養改善サービスを行った場合 ６５０円/月

送迎減算 事業所が送迎を行わない場合　片道単位 -１５３円/回

重度療養管理加算
要介護3以上であって、別に厚生労働大臣が定める状態にある
利用者に対して、計画的な医学管理を継続的に行った場合 ３２５円/日

栄養アセスメント加算

管理栄養士と他職種が共同して栄養アセスメントを実施し、その
結果を利用者へ説明及び必要に応じて相談を受けることに加え、
厚労省に栄養管理情報を提出し、フィードバックを受け活用した
場合

１６３円/月

認知症短期集中リハビリ加算（Ⅰ）
退院（所）後又は利用開始日から起算して３月以内に週２日、２０
分以上／回の認知症に対するリハビリテーションを行った場合 ７８０円/日

認知症短期集中リハビリ加算（Ⅱ）
退院（所）後又は利用開始日から起算して３月以内に個別または
集団で４回以上／月の認知症に対するリハビリテーションを行っ
た場合

６，２３８円/月

入浴介助加算（Ⅱ）

医師、セラピストや介護支援専門員等が利用者宅の浴室で入浴
環境を評価し助言を行うことに加え、個別の入浴計画を作成し、
施設での入浴をご自宅の状況に近い環境にて入浴介助を行った
場合

１９５円/日

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘ加算
理学・作業療法士等が退所後・退院後または認定日から起算し
て早期かつ集中的にリハビリテーションを行った場合 退院(所)～３月以内：３５８円 /日

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（ロ）
1ヶ月あたりの総単位数×0.111（加算率）×10.83円（地域区分3
級地）  合計金額の1割相当分 左記金額

入浴介助加算（Ⅰ） 入浴中の利用者様の介助（見守り含む）を行った場合 １３０円/日

6～7時間利用：78円/日

科学的介護推進体制加算
厚労省へサービス状況の提出とフィードバックを受け、利用者へ
のサービス向上の取組みを行った場合 １３０円/月

移行支援加算
当施設通所リハビリを卒業し、デイサービス等に移行した方の割
合が一定水準を満たした場合 ３９円/日

開始月～6月以内：２,５７７円/月
開始月～6月超　 ：１,５３７円/月

(医師が利用者又は家族様へ同意を
得た場合　８７８円/月を別途加算)

中重度者ケア体制加算
前年度の当施設利用者数の総数のうち、要介護3以上の利用者
割合が100分の30以上の場合 ６５円/日

* リハビリ提供体制加算
リハビリテーション専門職の配置が、人員に関する基準よりも手
厚い体制を構築し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長
時間のサービスを提供している場合

3～4時間利用：39円/日

4～5時間利用：52円/日

5～6時間利用：65円/日

加算項目 内　容 自己負担金額

*

リハビリマネジメント加算ロ

利用者家族、ケアマネジャー、当施設職員等が3ヶ月毎にリハビ
リテーション会議を利用者宅、施設、またはテレビ電話で開催し、
利用者情報を共有し、リハビリスタッフがサービス計画について
の説明を行った場合。
また、厚生労働省へリハビリ関連情報を提出し、フィードバックさ
れた情報を活用した場合

開始月～6月以内：１,９２７円/月
開始月～6月超　 ：８８７円/月

(医師が利用者又は家族様へ同意を
得た場合　８７８円/月を別途加算)

リハビリマネジメント加算ハ
(ロ)の要件に加え、職員が栄養アセスメント及び口腔アセスメン
ト、口腔の健康状態を評価し、関係職種が利用者情報を共有し、
サービス計画の見直し等を行った場合
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